
2024.6.1 改正 

萩市須佐デイサービスセンターやまびこ 利用料金表 

（介護予防・日常生活支援総合事業 第１号通所事業） 
 

 

１．第１号通所事業の給付対象となるサービス 

 

【１ヶ月につき】 

 

 

 

●加算に関すること 

加算項目（１月につき） 加算額 
自己負担 

１割 

自己負担 

２割 

自己負担 

３割 

サービス提供体制強化加算

（Ⅰ） 

要支援１ 

事業対象者
８８０円 ８８円 １７６円 ２６４円

要支援２ １,７６０円 １７６円 ３５２円 ５２８円

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

①１月につき基本サービス

費に各種加算を加えた総単

位数に９．２％乗じた金額 

①×２ ①×３ 

 

 

●減算に関すること 

減算項目（１月につき） 減算額 
自己負担 

１割 

自己負担 

２割 

自己負担 

３割 

同一建物に居住する利用者に

係る減算（同一内建物減算） 

要支援１ 

事業対象者
３，７６０円 ３７６円 ７５２円 １，１２８円

要支援２ ７，５２０円 ７５２円 １，５０４円 ２，２５６円

 

 

  

 利用者の区分と 

サービス利用料金 

要支援１ 

事業対象者 

要支援２ 

事業対象者 

利用料金 １７，９８０円 ３６，２１０円 

自己負担 １割 １，７９８円 ３，６２１円 

自己負担 ２割 ３，５９６円 ７，２４２円 

自己負担 ３割 ５，３９４円 １０，８６３円 



2024.6.1 改正 
２．第１号通所事業の給付対象とならないサービス 

 

① 食事の提供に要する費用（食材料費＋調理費相当） 

利用者に提供する食事の材料にかかる費用及び、調理にかかる費用です。 

・昼食代   ５１０円／回 

 

 

② 通常の事業実施区域外への送迎 

通常の実施地域（事業所より半径 15 ㎞以内の地域）から超えるものについては別途徴収する。 

また、有料道路等の通行が必要な場合には、その実費をご負担いただく場合があります。 

 

③ アクティビティ活動 

利用者の希望等によりアクティビティ活動(手芸、創作活動等)に参加していただくことができま

す。 

・利用料金   材料代等の実費をいただく場合があります。 

 

④ 複写物の交付 

利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には

実費をご負担いただきます。 

・支払証明書          １１０円／枚 

・事業団記録持ち出し      ２２０円／通 

・原本持込でコピーのみ      ２０円／枚 

 

⑤ 日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等利用者の日常生活に要する費用で利用者に負担いただくことが適当である

ものにかかる費用を負担いただきます。 

・オムツ代金  尿とりパット   １７円／枚 

        フラット     ２７円／枚 

        紙パンツ     ９３円／枚 

        オムツ     １４３円／枚 

 


